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刈谷税務署からのお知らせ

令和元年分確定申告の延長に伴う留意点について

【スマホ申告を是非ご利用ください！！】
※２か所以上の給与所得者・年金収入や副業等の雑所得者など利用者大幅拡大
※自宅等からのe－Tax申告の推進（刈谷税務署に出向く必要なし）

【申告期限・納付期限・振替納付日が延長されました！！】
※特に振替納付日の延長に伴う「口座振替不能」に要注意！！

申告期限・納付期限 振替納付日（口座振替）
従　前 延長後 住　専 延長後

申告所得税 3月16日㈪
4月16日㈭

4月21日㈫ 5月15日㈮
消　費　税 3月31日㈫ 4月23日㈭ 5月19日㈫
贈　与　税 3月16日㈪ 口座振替の適用なし

※掲載コードのリンク先は、予告なく
　変更又は削除する場合があります。

（注） • ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
　　　 •お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　　　 •メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード
　　　　等が必要です。

確定申告

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

スマホ元年　今こそスマホ申告を

守りぬくひたむきさ、変えていくしなやかさ。
すべては豊かな未来のために。

　不動産仲介
土地、中古住宅、新築住宅etc
　地域に密着
みかわライフ
d（0566）25-3471

センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。


